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   書  記     加 藤 優 矢 

 

 

○議事日程第１号 

  令和４年７月２７日（水）午後２時３０分開議 

第１ 議席指定 

第２ 議長選挙 

第３ 会期の決定 

第４ 会議録署名議員指名 

第５ 諸報告 

第６ 議第 ４ 号 令和３年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

第７ 議第 ５ 号 令和３年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出 

決算認定について 
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 第８ 議第 ６ 号 令和４年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号） 

 

 第９ 議第 ７ 号 令和４年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第１号） 

 第１０議第 ８ 号 山形県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会委員の選任に 

ついて 

 

 

○本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議席指定 

 日程第２ 議長選挙 

日程第３ 会期の決定 

日程第４ 会議録署名議員指名 

日程第５ 諸報告 

日程第６ 議第 ４ 号 令和３年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

日程第７ 議第 ５ 号 令和３年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入 

歳出決算認定について 

日程第８ 議第 ６ 号 令和４年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号） 

日程第９ 議第 ７ 号 令和４年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正 

予算（第１号） 

日程第１０議第 ８ 号 山形県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会委員の選 

           任について 

 

 

    午後２時３０分 開議 

○事務局長（高橋勇君） 本日の７月定例会は、当広域連合議会の議長でございました髙橋篤議員が、   

４月５日をもって辞職されたことにより、議長が不在となっております。また、当広域連合議会の副

議長でございます鈴木君德議員からは欠席届が提出されておりますことから、議長、副議長ともに

不在となっております。 

議長が選出されるまでの間、地方自治法第１０７条の規定に基づき、年長議員が臨時議長の職務

を行うことになっております。本日の出席議員の中で、朝日町の小関崇夫議員が年長議員でござい

ますので、臨時議長をお務めいただきますようよろしくお願いします。 

 

○臨時議長（小関崇夫君） ただいまご紹介いただきました小関でございます。議長を選出するまで

の間、臨時議長を務めますので、よろしくお願いいたします。 

これより、７月２０日告示招集されました令和４年７月山形県後期高齢者医療広域連合議会定例

会を開会し、ただちに本日の会議を開きます。 

欠席通告議員は、鈴木君德議員、佐藤誠七議員、丸山至議員以上３名です。出席議員は、１３名
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で定足数に達しております。 

なお、報道関係者から議場内での撮影の願いが出ており、これを許可しておりますので、ご了承

願います。 

本日の議事は、日程第１号をもって進めます。 

 

 

議席指定 

○臨時議長（小関崇夫君） 日程第１ 議席の指定を行います。 

令和４年５月６日及び令和４年６月２４日告示の選挙で新たに議員となられた舩山利美議員、 

石川保議員の議席を定めます。 

会議規則第３条第２項の規定により、臨時議長において議席を定めます。現在ご着席の議席を議

席とします。 

 

 

    議長選挙 

○臨時議長（小関崇夫君） 日程第２ 議長選挙を行います。 

この選挙は、広域連合規約第１０条第１項の規定による選挙となっております。 

お諮りします。議長選挙の方法ついては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選

によって行うことをご提案しますが、これにご異議ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○臨時議長（小関崇夫君） ご異議なしと認めます。 

したがって、選挙の方法については、指名推選によることに決定しました。 

お諮りします。指名の方法については、臨時議長において指名することにしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○臨時議長（小関崇夫君） ご異議なしと認めます。 

したがって、指名の方法については、臨時議長において指名することに決定しました。 

それでは、山形県後期高齢者医療広域連合議会議長に、舩山利美議員を指名します。 

お諮りします。ただいま臨時議長において指名しました舩山利美議員を議長の当選人と定めるこ

とにご異議ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○臨時議長（小関崇夫君） ご異議なしと認めます。 

したがって、舩山利美議員が議長に当選されました。 
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ただいま議長に当選されました舩山利美議員が出席しておりますので、会議規則第２７条第２項

の規定により、当選を告知します。 

 

議長あいさつ 

○臨時議長（小関崇夫君） 議長に当選されました舩山利美議員から、ごあいさつをお願いします。 

 

○議長（舩山利美君） 議長。 

 

○臨時議長（小関崇夫君） 舩山利美議員。 

 

○議長（舩山利美君） ただいま、議長にご指名いただきました、南陽市議会の舩山利美です。よろ

しくお願い申し上げます。私自身初めての会議で大役を拝命いたしまして大変緊張しているところ

でございます。後期高齢者医療につきましてはこれからますます高齢化が進む中でしっかりと向き

合っていかなければならないと思っております。私なりに精一杯努めてさせていただきますので、

皆様には活発な議論やスムーズな議事運営にご協力をお願いいたしまして就任のあいさつといた

します。 

 

（拍 手） 

 

○臨時議長（小関崇夫君） 臨時議長の職務はここまでとなります。皆様のご協力に感謝申し上げ、

議長と交代いたします。 

舩山利美議長、議長席にお着き願います。 

 

（拍 手） 

（小関崇夫臨時議長 議席に着席） 

    （舩山利美議長 議長席に着席） 

 

 

    会期の決定 

○議長（舩山利美君） 日程第３ 会期の決定を行います。 

お諮りします。この定例会の会期は、本日１日間としたいと思います。これにご異議ありません

か。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（舩山利美君） ご異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日１日間と決定しました。 
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    会議録署名議員指名 

○議長（舩山利美君） 日程第４ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議規則第５９条の規定により、議長において指名します。会議録署名議員に、１１番鈴木富美

子議員、１４番菅井巌議員を指名します。 

 

 

    諸報告 

○議長（舩山利美君） 日程第５ 諸報告を行います。 

監査委員より、令和４年２月から令和４年６月に執行した例月出納検査の結果が、地方自治法第

２９２条において準用する同法第２３５条の２第３項の規定により、議長あて報告されております。 

また、すでに配付しております文書のとおり、令和４年６月に執行した定例監査の結果が、地方

自治法第２９２条において準用する同法第１９９条第９項の規定により報告されております。 

以上で報告を終わります。 

 

 

議第４号及び議第５号 

○議長（舩山利美君） 日程第６ 議第４号「令和３年度 山形県後期高齢者医療広域連合一般会計

歳入歳出決算認定について」及び日程第７ 議第５号「令和３年度山形県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」、関連がありますので、一括して上程します。 

 

    提案理由の説明 

○議長（舩山利美君） この場合、提案者の説明を求めます。 

 

○連合長（佐藤孝弘君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） 佐藤連合長。 

 

○連合長（佐藤孝弘君） ただいま上程されました議第４号及び議第５号について、提案理由をご説

明申し上げます。両議案は、地方自治法第２９２条において準用する同法第２３３条第３項の規定

に基づき、議会の認定に付するため提出するものであります。 

一般会計歳入歳出決算及び後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、その概要をご説明申

し上げます。 

初めに、一般会計の決算から申し上げます。歳入歳出決算書の２ページから５ページに記載のと

おり、歳入の収入済額合計は、６億６,７００万７,４１３円であり、歳出の支出済額合計は、５億

７,１８９万８,２０７円となることから、歳入歳出差引残額は、９,５１０万９,２０６円となって

おります。 

次に、後期高齢者医療特別会計の決算について申し上げます。歳入歳出決算書の６ページから 

９ページに記載のとおり、歳入の収入済額合計は、１,５９４億３,９２０万３,５４８円であり、

歳出の支出済額合計は、１,５４９億２８２万５,０９４円となることから、歳入歳出差引残額は、



- 6 - 

４５億３,６３７万８,４５４円となっております。 

また、制度上、療養給付費負担金等の精算が次年度となることから、繰越金には令和４年度に返

還すべき負担金等が含まれておりますことをご承知おきいただきますよう、お願い申し上げます。 

なお、主要な施策の成果報告書と併せて、決算の内容について、事務局よりご説明申し上げます。 

 

○事業課長（伊藤明君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） 伊藤事業課長。 

 

○事業課長（伊藤明君） それでは、令和３年度の主要な施策の成果報告書について、ご説明申し上

げます。別冊の「主要な施策の成果報告書」をお願いいたします。はじめに１ページをご覧くださ

い。１被保険者の状況ですが、令和３年度末の被保険者数は、１９万４４４人で、前年度より   

３４３人増加しております。なお、県内人口に占める割合は、１８．２１％となっております。中

程には、被保険者数等の推移、また年齢構成内訳を記載しております。２ページの２保険財政の状

況につきましては、このあと 会計決算でご説明いたしますので、省略させていただきます。次に

３ページをご覧ください。 

３保険給付事業についてですが、被保険者の疾病、負傷等に対し必要な医療給付を行っておりま

す。令和３年度の給付総額は表の中ほど一番下の行ですが、１,４５９億２,４９９万６,５２４円で、

前年度比１６億１,４９２万５,４８２円、率にして１．１２％の増となっております。４ページを

ご覧ください。件数につきましては、表の中ほど一番下の行ですが、５８９万５,８７０件で、前年

度比２,４４７件、率にして０．０４％の増となっております。給付が増加した要因としましては、

コロナ禍における受診控えの状況が緩和してきていることなどが考えられます。 

４ページの中程からは、給付費の科目の主な内容を記載しております。（１）療養給付費の内訳

ですが、給付額は、一番下の行で１,３９０億５,０５２万６,２４６円で、前年度比１４億    

２,３６８万４,５７８円、率にして１．０３％の増となっております。次に５ページの中程から６

ページにかけて、（２）療養費の内訳ですが、給付額は、一番下の行で、７億２ ,５１１万      

５,０９６円で、前年度比２,３２７万６,６３１円、率にして３．１１％の減となっております。な

お、項目中その他につきましては、令和２年７月豪雨災害に係る一部負担金免除による給付分でご

ざいます。６ページの下段には、参考としまして、被保険者一人当たりの年間平均給付額を掲載し

ております。給付額は年間７６万６,９２９円で、前年度と比較して、１万７,６６３円増加してお

ります。次に７ページをご覧ください。（３）審査支払手数料ですが、診療報酬の審査支払事務に

つきまして、山形県国保連合会に依頼し行っているものであります。①療養給付費につきましては、

５５５万７,７７５件、３億７,８０８万７,０７３円、②療養費につきましては、５万７,９０９件、

３９３万９,３９６円となっております。次に、（４）電算処理委託料ですが、診療報酬の審査支払

の前処理としまして、審査支払システムへのデータ取込み、データと標準システムとの連携につい

て、山形県国保連合会に委託して実施しました。件数は５６１万９ ,７８８件、金額は１億     

３,１５０万３,０３３円となっております。 

次に８ページをご覧ください。４保健事業につきましては、健康診査や歯周疾患検診をはじめ、

各種訪問指導事業を実施いたしました。また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業を
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市町村と連携し実施することで、被保険者の健康保持増進に努めました。はじめに、（１）健康診

査事業ですが、被保険者の健康保持増進のため、糖尿病等の生活習慣病を早期発見することを目的

とした健康診査を、市町村に委託し実施しました。４万３９９人が受診し、受診率は２２．９６％

で前年度より０．９２ポイント増となっております。また、県内地区別でみると庄内地区の受診率

が高くなっております。次に、（２）歯周疾患検診事業ですが、歯の喪失を予防し、健康維持がで

きるよう、前年度に７５歳に到達した被保険者を対象者に、山形県歯科医師会に委託しまして、  

７２２人が受診しました。９ページをご覧ください。（３）重複・頻回受診者等訪問指導事業です

が、重複・頻回受診行動が見られる被保険者に対し、適正な受診行動となるよう、市町村の保健師

等が２２人に対し訪問指導を実施しました。次に（４）重症化予防等訪問指導事業ですが、心身機

能の低下等が疑われる被保険者に対し、重症化等を予防するため、市町村の保健師等が１１７人に

対し訪問指導を実施しました。次に（５）低栄養等予防訪問指導事業ですが、低栄養状態等が疑わ

れる被保険者に対し、低栄養状態を改善し心身機能の低下を防ぐため、市町村の保健師等が２４８

人に対し訪問指導を実施しました。１０ページをご覧ください。（６）高齢者の保健事業と介護予

防の一体的実施事業ですが、令和２年度からの事業でありまして、後期高齢者の保健事業と市町村

国保の保健事業を切れ目なく、介護保険の地域支援事業と一体的に実施するものです。令和３年度

は、天童市に、村山市と金山町が加わり３市町が実施いたしました。次に（７）市町村長寿・健康

増進事業ですが、市町村が独自に行った長寿・健康増進のための保健事業に対し、補助するもので

あり、令和３年度は村山市と舟形町の事業に対し補助金を交付しました。次に（８）テレビＣＭ広

報ですが、保健事業などについて広く県民から理解を得るために、県内民放４局のテレビ放送にお

いて、８月、１０月、１２月に各局１日１回、テレビＣＭを放送し広報を実施しました。 

１１ページをご覧ください。５医療費適正化事業につきまして、レセプト点検をはじめ５つの事

業を実施し、医療費の適正化に取り組みました。はじめに、(１)レセプト点検事業ですが、医療費

の誤払いなどを防止し適正に支出するため、レセプトの点検を山形県国保連合会に委託し実施しま

した。点検の結果、過誤により８,３０５件が返戻されております。次に（２）療養費支給申請書内

容点検事業ですが、療養費の給付の適正化のため、療養費のうち柔道整復師等に係る療養費支給申

請書の点検を実施しました。点検の結果、過誤により３２件が返戻されております。次に、(３)医

療費通知事業ですが、被保険者の医療制度に対する意識向上を目的に、１年間の医療機関の受診状

況をお知らせする医療費通知を作成し、令和４年１月に送付しました。続きまして１２ページをご

覧ください。（４）ジェネリック医薬品利用促進事業ですが、被保険者の医療費負担軽減を図るた

め、ジェネリックに切り替えた場合に自己負担額の軽減が見込まれる被保険者９,９１３人に対し、

令和３年８月に自己負担額の差額通知を送付しました。また、被保険者が、医療機関に対しジェネ

リックの処方を希望する場合に提示する「後発医薬品カード」を配布しました。次に、（５）第三

者行為求償事務事業ですが、交通事故などにより第三者から傷害を受け、医療機関を受診した場合

の医療費について、第三者へ請求する事務を山形県国保連合会に委託し実施しました。なお、第三

者からの納付金の収納額は、１億６,４８４万１,３３０円でございます。 

１３ページをご覧ください。６標準システム運用支援についてですが、後期高齢者医療制度の運

用業務を効率的かつ適正に行うため、資格管理や賦課、収納、給付の業務における標準システムの

運用及び保守管理を、山形県国保連合会に委託し実施しました。  

次に、７被保険者証の交付についてですが、（１）被保険者証の交付について、毎年８月１日に
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一斉に更新する被保険者証などを作成し交付しました。（２）マイナンバーカードの被保険者証と

しての利用促進ですが、マイナンバーカードの被保険者証としての利用を促すため、７５歳以上の

未取得者に対し交付申請書等を送付しました。 

続きまして１４ページをご覧ください。８制度広報事業についてですが、被保険者や関係機関な

どに、制度の理解を深めるため各種広報を行いました。（１）①制度広報としまして、被保険者へ

の各種リーフレット配布をはじめ、市町村窓口や医療機関等における総合パンフレットやリーフレ

ット、ポスターの配布などにより､制度広報に努めました。②制度改正の広報としまして､１０月１

日からの窓口負担割合の見直しにあたり､市町村及び医療機関等に対し､国が作成したリーフレッ

トを配布して、広報に努めました。次の（２）テレビＣＭ広報につきましては、４の保健事業でご

説明した事業を再掲しております。 

最後に１５ページをご覧ください。９山形県長寿医療懇談会でございますが、後期高齢者医療制

度の円滑な運営に資するため、被保険者、医療関係者、学識経験者などの各分野の方々から広く意

見をお聞きするため、設置されております。令和３年度は１２月９日に開催し、後期高齢者医療制

度の運営状況、第２期保健事業実施計画中間評価などにつきまして、懇談いただいております。 

以上が、令和３年度の主要な施策の成果報告でございます。 

引き続き、令和３年度一般会計及び後期高齢者医療特別会計決算につきまして、会計管理者の渡

邉が、ご説明申し上げます。 

 

○会計管理者（渡邉昭君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） 渡邉会計管理者。 

 

○会計管理者（渡邉昭君） それでは、 議第４号令和３年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会

計歳入歳出決算認定について及び議第５号令和３年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 

議案書別冊の決算書の２ページ・３ページをご覧ください。はじめに、一般会計の歳入歳出決算

でございますが、歳入合計の予算現額６億６,７２０万４千円に対し、調定額、収入済額とも   

６億６,７００万７,４１３円でございます。不納欠損額、収入未済額はございません。４ページ・

５ページをご覧ください。歳出合計の予算現額、６億６,７２０万４千円に対し、支出済額は、   

５億７,１８９万８,２０７円であり、不用額は９,５３０万５,７９３円でございます。 

６ページ・７ページをご覧ください。特別会計の歳入歳出決算でございますが、歳入合計の予算

現額１,５７６億３,２１１万５千円に対し、調定額は１,５９４億４,２６２万３,０１７円であり、

収入済額は １,５９４億３,９２０万３,５４８円、不納欠損額は１万６,８９８円、収入未済額は

３４０万２,５７１円でございます。８ページ・９ページをご覧ください。歳出合計の予算現額、

１,５７６億３,２１１万５千円に対し支出済額は、１,５４９億２８２万５,０９４円であり、不用

額は、２７億２,９２８万９,９０６円でございます。 

詳細につきまして、歳入歳出決算事項別明細書でご説明申し上げます。１２ページ・１３ページ

をご覧ください。はじめに一般会計歳入でございますが、１款分担金及び負担金は、市町村からの

事務費負担金で、調定額、収入済額とも６億１,０００万８千円でございます。２款財産収入は、
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財政調整基金の利子で、収入済額は４０２円でございます。３款繰入金の収入済額はございません。  

１４ページ・１５ページをご覧ください。４款繰越金は、令和２年度からの繰越金で、収入済額

は、５,６４５万９,６８３円でございます。５款諸収入は、１項、２項を合わせまして、調定額、

収入済額とも５３万９,３２８円でございます。 

次に１６ページ・１７ページをご覧ください。歳出でございますが、１款議会費の支出済額は、

５４万１７９円でございます。２款総務費は、１項総務管理費から、１８・１９ページの２項選挙

費、２０・２１ページの３項監査委員費を合わせまして支出済額は、２億３,２８４万６,２３３円

であり、約２,０００万円の不用額となっております。これは総務管理費で、派遣職員人件費負担

金などが見込みを下回ったためでございます。中段の３款民生費の支出済額は、３億３,８５１万

１,７９５円であり、約６,９００万円の不用額となっております。これは、特別会計への事務費繰

出金が見込を下回ったためでございます。４款予備費の支出はございません。 

２２ページ・２３ページをご覧ください。次に特別会計、歳入でございますが、１款分担金及び

負担金は、市町村で収納した保険料及び医療給付に対する市町村の負担金などで調定額、収入済額

とも、２５５億２８２万９,３８２円となっております。２款国庫支出金、１項国庫負担金、次の

２４・２５ページの２項国庫補助金を合わせまして、収入済額は、５２７億９６２万１,７１３円

でございます。これは、医療給付に対する国の負担金が見込みより多く交付されたことなどから、

予算現額に比べ増となっております。 

２６ページ・２７ページをご覧ください。３款県支出金の収入済額は、１２４億８,４５２万  

４,０７３円でございます。４款支払基金交付金は、現役世代からの支援金で収入済額は５９２億

８,３６０万２千円でございます。 

２８ページ・２９ページをご覧ください。５款特別高額医療費共同事業交付金の収入済額は  

５,０５９万４,５５０円でございます。６款財産収入は、医療給付費等準備基金の利子で、収入済

額は６２万４,５５０円でございます。７款繰入金は、１項一般会計繰入金の収入済額が     

３億３,８５１万１,７９５円で、次のページ３０・３１ページの２項基金繰入金の収入済額は  

１２億円、合わせまして収入済額は１５億３,８５１万１,７９５円でございます。８款繰越金は、

令和２年度からの繰越金で収入済額は７６億９,３６８万８,４６４円でございます。９款諸収入

は、１項延滞金、加算金及び過料、次のページ３２・３３ページの２項預金利子３項雑入を合わせ

まして、収入済額は１億７,５２０万７,０２１円でございます。なお、３項雑入で、不納欠損額が

１万６,８９８円ございますが、窓口一部負担割合変更による返納金未納分について、地方自治法

の規定に基づき不納欠損処分を行ったものでございます。また､収入未済額は３４０万２,５７１円

ございますが、第三者行為に係る損害賠償金の請求分及び窓口一部負担割合変更による返納金など

の未納分で、年度内までに納付されなかった分でございます。件数は２５件となっております。ま

た、予算現額に比べ収入済額の増は、交通事故に伴う第三者納付金が見込みを上回ったことなどに

よるものでございます。 

次に３４ページ・３５ページをご覧ください。歳出、１款総務費の支出済額は、      

４億１,０８９万６,３８４円であり、約１億円の不用額となっております。これは、通信運搬費や

窓口負担割合見直し広報業務委託料及び各種通知書作成業務委託料などが見込みを下回ったこと

によるものでございます。 

３６ページ・３７ページをご覧ください。２款保険給付費でございますが、１項療養諸費、２項
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審査支払手数料、３８・３９ページの３項高額療養諸費、４項その他医療給付費を合わせまして、

支出済額は１,４６３億３０８万３,５９７円であり、約２４億円の不用額となっております。これ

は、療養給付費及び療養費などで、実績が見込みを下回ったことによるものでございます。 

４０ページ・４１ページをご覧ください。３款特別高額医療費共同事業拠出金の支出済額は  

６,２２８万１,２７９円でございます。４款保健事業費の支出済額は、次の４２・４３ページをご

覧ください。支出済額は、４億１,４１９万８,１４８円で、約１億８,０００万円の不用額となっ

ております。これは、健康診査委託料や高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業業務委託料

などが見込みを下回ったことによるものでございます。５款基金積立金の支出済額は、      

２４億８,４７２万４,５５０円でございます。 

４４ページ・４５ページをご覧ください。６款諸支出金の支出済額は、５２億２,７６４万   

１,１３６円でございます。なお、３目償還金は、過年度分療養給付費負担金等返還金で国・県・

支払基金・市町村に返還したものでございます。７款予備費の支出はございません。 

続きまして、４８ページをご覧ください。実質収支に関する調書でございます。一般会計の３歳

入歳出差引額は、９,５１０万９千円でございます。４翌年度へ繰り越すべき財源はございません。

結果、５実質収支額は、９,５１０万９千円でございます。全額を、翌年度に繰り越しするもので

ございます。 

４９ページをご覧ください。特別会計の、３歳入歳出差引額は、４５億３,６３７万８千円でご

ざいます。４翌年度へ繰り越すべき財源はございません。結果、５実質収支額は、４５億     

３,６３７万８千円でございます。全額を、翌年度に繰り越しするものでございます。 

５２ページをご覧ください。財産に関する調書でございますが、１公有財産、３債権につきまし

てはございません。２物品につきましては、決算年度中における増減はございません。４基金の（１）

の財政調整基金でございますが、これは、年度間における財源の円滑な調整や、一時借入金の利子

に備え、積み立てているものでございます。決算年度中増減高４０２円の増は、預金利子の積立に

よるものでございます。結果、決算年度末現在は、２,０１９万４,１２２円でございます。（２）

の給付費等準備基金でございますが、これは、年度間の財源を調整し、財政の適正かつ健全な運営

のため、積み立てているものでございます。決算年度中増減高の１２億８,４７２万４,５５０円の

増は、令和２年度の剰余金の積立及び預金利子積立による増と特別会計への繰り出しによる減によ

るものでございます。結果、決算年度末現在高は、３９億１,３１７万９,３７８円でございます。 

以上、議第４号及び議第５号についての説明を終わります。 

よろしくご審議のうえ、ご認定くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

○議長（舩山利美君） 以上で提案者の説明は終わりました。 

 

    決算審査意見の説明 

○議長（舩山利美君） 次に、議第４号及び議第５号の議案２件に関して、監査委員から提出されて

おります決算審査意見の説明を求めます。 

 

○代表監査委員（玉田芳和君） 議長。 
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○議長（舩山利美君） 玉田代表監査委員。 

 

○代表監査委員（玉田芳和君） 議第４号令和３年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳

出決算認定及び議第５号令和３年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定に関する審査の概要につきまして、ご説明申し上げます。 

歳入歳出決算書の５４、５５ページをお願いいたします。決算審査につきましては、６月８日付

けで広域連合長より決算書及び付属書類等の提出があり、審査を行いました。審査にあたりまして

は、５５ページ、審査の方法に記載のとおり実施いたしました。審査の結果、審査に付された各会

計の歳入歳出決算書及びその他証書等は、いずれも関係法令に準拠して調製され、その計数は正確

であると認められました。予算の執行状況、経理事務、財産の管理等についても、全体として適正

に処理されているものと認められました。決算の概要については、先ほどの事務局からの説明のと

おりでありますので、省略いたします。 

審査意見としましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、各会計の実質収支額は、前年

に引き続き例年と比べ多額となっているものの、今後は更なる高齢化社会の進展に伴い、被保険者

数の一層の増加が見込まれることもあり、後期高齢者医療制度は厳しい財政運営が続くことが予想

されます。従いまして、県内各市町村や関係機関との十分な連携を図り保健事業実施計画に基づく

効果的な保健事業の推進により、医療費の適正化を図るなど更なる高齢者福祉の向上と充実を目指

し、常に将来を見据えた運営に努められることを望むものでございます。 

以上ですが、よろしくお願い申し上げます。 

 

○議長（舩山利美君） 以上で決算審査意見の説明は終わりました。 

 

    質疑 

○議長（舩山利美君） これより質疑に入ります。 

上程議案に対し、ご質疑ありませんか。 

 

○１４番（菅井巌君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） １４番 菅井巌議員。 

 

○１４番（菅井巌君） ただいま説明のあった第５号議案の特別会計の歳入歳出について質問いたし

ます。歳出の関係で今回、療養給付費が見込みより２４億円ほど減ったということで他の項目への

流用もあるということで承知をいたしました。先ほどの説明の成果のほうでは、前年度よりは医療

給付費が伸びているということでコロナ禍からの緩和が見られるといったものの、見込みよりは 

減っているという状況と成果の報告書によると療養費が何項目か、柔整療養費、あん摩とかこう 

いったところが給付額が大幅に減っている見え方がしますが、この辺の要因についてどうなのか。

あと１点、療養給付費の調剤費についても前年度からみると減っているという、この辺はジェネ 

リックの関係か、それを確認したいと思います。 
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○事業課長（伊藤明君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） 伊藤事業課長。 

 

○事業課長（伊藤明君） 菅井議員のご質問にお答えいたします。まず療養給付費全般につきまして

令和２年と令和３年を比較しまして、令和２年よりは伸びたのですが２４億円の不用額であり見込

みよりも減っているのかということですが、予算につきましては、保険料率改定の際、令和２年度

の直前に実績や給付の伸びなどを見込んで作成したものがベースになっており、そこから予測困難

なコロナの影響等がございましたので、大きな不用額として表れたものということで捉えておりま

す。 

続きまして療養費につきまして令和２年度と３年度を比較すると減っているのではないかとい

うご指摘でございますが、こちらに関しましては被保険者の方の療養費に関しましての考え方とい

いますか、鍼灸マッサージ師やあん摩へのかかり方が、やはりコロナの前とはちょっと違うことが

要因なのかなと考えておるところでございます。 

調剤費、お薬の部分についての要因でございますが、菅井議員がおっしゃった後発医薬品、いわ

ゆるジェネリック医薬品に代わっていっていることも要因かと思われますが、医療の内容ですとか、

総合的なものを鑑みまして様々な要因が絡んでいるのではないかと考えているところでございま

す。以上です。 

 

○議長（舩山利美君） 菅井議員、よろしいですか。 

 

○１４番（菅井巌君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） １４番 菅井巌議員。 

 

○１４番（菅井巌君） 今の説明のところで、コロナにおける見込みが困難な状況にあって給付費の

当初の予算を見込んだところより不用額がおきたということで承知しました。あとやはり保険料率

が令和２年令和３年と改定された中で、保険料については収納率も高く入っているわけで、その中

でコロナ禍の給付費が減っていたということで、その関係でいわゆる剰余、繰り越しが出て、後ほ

ど令和４年度の補正に関わると思いますので、そういったところで承知はいたしました。 

 

○議長（舩山利美君） ほかにご質疑ございませんか。 

 

○７番（小関崇夫君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） ７番、小関崇夫議員。 

 

○７番（小関崇夫君） 医療費をできるだけ減らす取り組みとして､ジェネリック医薬品､それから早

期発見に繋げたいという特定健診の普及､薬の重複を防ぐために､一人一冊のおくすり手帳を持っ
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て医療機関に行きましょうという取り組みが提示されました。そしてこれらは各市町村と連携して

進めるという広域連合の方針でしたが、そこで質問ですが、一つはジェネリック医薬品ですが、だ

んだん普及しているという報告でしたが、医療機関にこういう運動をしているということが広域連

合から伝わっているのでしょうか。医師の中にはジェネリック医薬品排除を公言している方もいる

ということを聞きました。ですから医療機関に提示する後発医薬品カードを配布したと言いますが、

お医者さんのほうに、広域連合の方針は伝わっているのかどうか、一点目の質問です。 

  それから国の調整交付金でＴＶコマーシャルするのはいいのですが、この中にもおくすり手帳活

用で重複をなくすという、広島県では大きな成果をあげていますが、この普及がうまく進んでいる

のかどうかということを質問します。 

 

○議長（舩山利美君） 答弁を求めます。 

 

○事業課長（伊藤明君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） 伊藤事業課長。 

 

○事業課長（伊藤明君） ご質問にお答えいたします。まずジェネリック医薬品の促進、取り組みに

ついて、医療機関への取り組みはどのようになっているのかというご質問かと思います。医療機関

の方にも及びまして制度のパンフレット等を送付しております。また強制ではなく患者さんの方か

ら「ジェネリック医薬品に置き換えられるものであればそれを希望します」という意思カードを提

示して、そういった選択肢もお知らせさせていただいているものでございます。こういったことで

１人でも１件でも多く後発医薬品の方をご理解いただいて使っていただければよろしいのかなと

いうことで取り組みをさせていただいている状況でございます。 

  おくすり手帳に関してでございますが、こちらの方ではそういったデータ等を持ち合わせていな

いのでどれくらい普及しているのか明確なデータはないのですが、薬剤師会とも連携をとりまして、

国の大きな施策の一つと理解しておりますので、こういったことにつきましてもできる範囲で様々

な機会を捉えて取り組んでいきたいと考えております。 

 

○７番（小関崇夫君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） ７番、小関崇夫議員。 

 

○７番（小関崇夫君） もう一点ぜひ質問したいことがあります。当広域連合でも進めているマイナ

ンバーカードの保険証としての利用促進、これは委託料ですが、市町村に委託している決算だと思

いますが、このマイナンバーカードを被保険者証として使うことに何かいいことはありますか。た

だ国の流れで進めているだけですか。私には何もメリットがみえてこないのですが。利用促進の根

拠を質問します。 

 

○議長（舩山利美君） 答弁を求めます。 
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○事業課長（伊藤明君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） 伊藤事業課長。 

 

○事業課長（伊藤明君） お答えします。昨今の新聞報道、いろいろな媒体で、マイナンバーカード

の全体的な普及促進等、厚労省も参加させていただいて保険証の利用の促進について報道等されて

いる部分での質問かと思います。国の制度設計なりそういったものは、これから報道が増えてくる

のかと思いますが、現時点で皆さんの視点からメリット的なものはあるのかということでございま

すが、保険証が変わったような場合、変わった保険証を忘れてもマイナンバーカードを病院に提示

していただければ、その方がどういった保険に加入されているかどういった医療の給付が受けられ

るかがわかるように、これから徐々に整理していきたいというのが国の考え方のようです。それに

伴いまして窓口でのお会計が後で調整するというような手間が減るということも期待できますし、

医療機関での適正な医療に対して適正な給付や窓口での支払いの手間がかからないようになるこ

とも見込めるのではないかと思います。総務省や厚生労働省としましては、全国民に利益があるこ

とも考えているとは思いますが、現時点では、そうした点がメリットとしてＰＲされている部分か

と思います。以上です。 

 

○議長（舩山利美君） ７番、小関崇夫議員。 

 

○７番（小関崇夫君） マイナンバーカードを作るかどうかは、自由選択だと国の当初の説明でした

が、それがだんだんポイント制で誘導したりして進めようとして、これは将来すべての預貯金をマ

イナンバーカードにするとか国の魂胆が見え隠れしていますので、私はこれは国の制度だから、方

針だから仕方がないということですが、あまりにもここに力を入れるのはどうかと思います。実際

マイナンバーカード作った職員にも聞いたのですが、どういういいことありましたかと。保険証代

わりになっただけだというような回答です。ほかにメリットはないというようなことを言っていた

のでちょっと疑問を感じたので質問しました。 

  

○議長（舩山利美君） ほかにご質疑ございませんか。 

 

○６番（菅野邦比克君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） ６番 菅野邦比克議員。 

 

○６番（菅野邦比克君） 主要な施策の成果報告書の１１ページですが、レセプトの点検事業とあり

ますが、昨年も質問した記憶があります。５６０万件を点検して８,３０５件の過誤がみられたと

いうことで、月平均で４６万件の件数で約７００件が返されるということで、この内容についてど

ういうものが返されているのか。新しい先生が開業してわからなくて返されるのか、ベテランのと

ころも返されているのか、こういう場合の指導というのは国保連合会でするのか広域連合でするの
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か。できればゼロになるといいのですが、改善するためにどのように取り組まれているのか伺いま

す。 

 

○議長（舩山利美君） 答弁を求めます。 

 

○事業課長（伊藤明君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） 伊藤事業課長。 

 

○事業課長（伊藤明君） 診療報酬明細書いわゆるレセプトの過誤ということについてのご質問です

が、通常医療機関の方から取下げ、返戻のご連絡をいただきますが、うっかり気づかずに提出して

しまったものなどが、この件数に表れているものでございまして、内容としましては表面的な書き

方とかそういったものを見つけたものについて一旦戻しまして、また翌月の請求にまぜて提出をお

願いしますというような内容になっております。戻される理由につきましては、国保連合会の方で

わかるように書き示しまして、医療機関の方で見てすぐわかるようにして行っているところです。 

 

○６番（菅野邦比克君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） ６番 菅野邦比克議員。 

 

○６番（菅野邦比克君） 昨年質問した際、その内訳はどういう傾向なのかと聞きましたが、国保連

合会で行っているので、実際わからないという返答でした。要は間違う項目の傾向を取りまとめて、

こういう間違いが多いですというように各医療機関に配布するなどして、無駄なことはなくしてい

ただければ、余計な手間も金もかからないのではと思います。今年は明細があるのかと思いました

が出てなかったので、ぜひそういった指導を医療機関にしていただければありがたいと思います。      

 

○議長（舩山利美君） ほかにご質疑ございませんか。 

 

○５番（柏倉信一君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） ５番 柏倉信一議員。 

 

○５番（柏倉信一君） 先ほどのマイナンバーカードの件に関連してお尋ねしますが、マイナンバー

カードの利点の中に高額療養費の立替の問題であったり、どういう医療機関を受診して現在どうい

う薬を投与されているのか、あるいはどういう持病があるのか等々が、そのマイナンバーカードを

上手に活用することでそれなりの評価が現れるのではないかと私は思っております。ただ、逆の聞

き方をさせていただければ、実際に今どれくらいの医療機関でマイナンバーカードを使えるのか、

普及率がどれくらいになっているのか。 

  もう一点、マイナンバーカードを早く作ってくださいという要請をするのはけっこうですが、相
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手は後期高齢者なわけで、実際にマイナンバーカードを作るにはどうすればいいのかという部分の

浸透を図らないとなかなか大変なのかなと、いわゆる普及していくということに関しては難しいの

かなと思います。大体の部分に関しては自治体にお願いして普及啓発も実務的なのことはそういっ

たやり方かと思いますが、具体的に広域連合として指示している、あるいは浸透を図っている施策

があればお聞きしたいと思います。 

 

○議長（舩山利美君） 答弁を求めます。 

 

○事業課長（伊藤明君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） 伊藤事業課長。 

 

○事業課長（伊藤明君） ご質問にお答えします。マイナンバーカードのメリットとしまして今柏倉

議員の方から紹介いただきました、１割３割などの負担割合が明確になるとか、薬や治療の内容が

わかるのではないかということで、これも国のほうでは大きなメリットと言っていますが、実際マ

イナンバーカードを使って病院に行かれたり、病院のほうがその情報にアクセスしたりする環境と

いうものが、現状ではまだ発展途上となっております。おそらくこれから国のほうでは、大きな災

害があったときに保険証がなくても適切な医療を受けられるようなことも目指しているのだと思

いますが、これからの進展を注視していきたいと思っております。ご指摘ありがとうございます。 

  それから普及率についてご質問がありましたのでご説明いたします。マイナンバーカードの交付

枚数につきましては厚生労働省のほうで出した資料ですが、６月末現在で７５歳以上の方が取得さ

れている件数が６６,７０６件、率にして約３５％です。そして医療機関側ですが、マイナンバー

カードを使った、オンラインでの資格確認の機械など、県内の医療機関にどれくらい整備されてい

るのかという厚生労働省の資料によりますと３１％くらいという状況でございます。おそらく大き

な病院は進んでいるのかと思いますが、小規模なクリニック、診療所、調剤薬局ですとか、療養費

で賄うような接骨院等につきましては、なかなか普及も時間がかかるのではないかと思っていると

ころでございます。 

  最後のほうのマイナンバーカードの申請の手続き等についてどのような指示、施策を行ったかと

いうことでございますが、ご存知のように総務省のほうでセキュリティをしっかりしており、市町

村の担当窓口で行っていただくのが原則となっておりますので、そちらへお問合せいただきまして、

例えばご家族の方が同伴で手続きするにはどうしたらいいか、休日の窓口が開いている市町村もあ

ると伺っておりますので、ゆっくり時間をかけて手続きをしていただくとか、そういった流れにな

るかと思いますので、対応としましてはそれぞれお住まいの市町村のマイナンバーカード担当課の

ほうにお問合せいただいて適切なやり方でそれぞれの方に適したやり方で手続きを進めていただ

ければと考えております。 

 

○議長（舩山利美君） 柏倉議員、よろしいですか。 

 

○５番（柏倉信一君） 議長。 
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○議長（舩山利美君） ５番 柏倉信一議員。 

 

○５番（柏倉信一君） 事務局の説明については現場の意見として承知しているわけですが、今どこ

の自治体もＤＸの取り組みを盛んにやっている状況だと思います。それと同じく要はどうやったら

一般の市民に浸透を図れるかがキーポイントだと思います。どんなにやり方を考案しても絵に描い

た餅になっては何もならない。実際使う人は誰か、使う人がどうしたらこれを取得しようと思うか、

具体的にこうやったら使えるんだなという部分まで踏み込まないとなかなか普及は難しいのかな

と思います。そういう意味合いも含めて自治体にお任せしているというのは承知の上でお聞きした

わけですが、広域連合としても具体的に取得の仕方というようなものを自治体のほうに声掛けをし

ていただければいいなとそういう思いで質問させていただいたわけで、小関議員からもありました

が本当の意味で何がメリットなのかよくわからないという、ここにいる議員さんですらそういうよ

うな感覚があるとすれば、説明が足りないのではないか。こういうメリットがあるという説明を 

しっかりしていかないと、ただマイナンバーカード早く作ってくださいと言っても、旧の健康保険

証とマイナンバーカードとのメリットをきちんと周知をしていただきたいというお願いをします。 

 

○議長（舩山利美君） ほかにご質疑ございませんか。 

 

○議長（舩山利美君） ご質疑なしと認めます。 

以上で質疑を終わります。 

 

  討論 

○議長（舩山利美君） これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

 

○１４番（菅井巌君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） １４番 菅井巌議員。 

 

○１４番（菅井巌君） ただいま提案されております、議第５号の令和３年度後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算認定について同意できませんので反対の理由を述べさせていただきます。 

まずこの度の決算は、令和２年から引き上げられた保険料率が適用されているわけです。説明と

私も質問で聞きましたが、コロナ禍であったとはいえ、大変困難な状況と推測はしますが、被保険

者の負担が増えたわけであります。その結果、黒字が生まれたと、また被保険者の負担軽減の   

７．７５割軽減の特例措置も廃止されて被保険者への影響が重大であったと思います。剰余金につ

いては今年度と次年度の保険料負担軽減に充てると言われていますが、想定以上の剰余金になって

いると考えます。また、一方被保険者の生活実態を巡る状況は非常に深刻であって、昨今の物価高

騰問題、とりわけ年金が減らされたという中で高齢者の生活に影響が及んでいます。その上に  

１０月からは先ほど説明があったように窓口負担の２割化という、非常に高齢者を巡る年金削減、
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物価上昇、生活実態の痛み、これらが被保険者の皆さんの声だと考えています。 

  私は、２月の定例会で今年度と来年度の保険料率算定にあたって剰余金を積立から取崩しを増や

して、保険料率のいわゆる引き下げ、据え置き、これが必要だと述べましたが、残念ながら今年度

からの保険料率も引き上げされました。後期高齢者医療制度の発足時後期高齢者の負担率は１０％

でありましたが、２年ごとに国の見直しがあり、負担率が上げられて、国が示す負担率が、令和  

２年、令和３年、今回の決算期にあたっては１１．４１％、今年度と来年度は１１．７２％と、国

が示すように保険料の高齢者負担が増えていくという状況があります。これ以上の負担等が高齢者

を巡る生活苦が続いている中で、保険料の負担だけ上がっていいのかという問題があります。高齢

者人口が多い本県の高齢者の生活を維持するためにも、この根本的矛盾の解決を国に求めていく必

要があると考えます。以上を申し述べて私の討論とします。 

 

○議長（舩山利美君） ほかに討論ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（舩山利美君） 討論なしと認めます。 

以上で討論を終わります。 

 

  採決 

○議長（舩山利美君） これより採決します。 

初めに、日程第６ 議第４号「令和３年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算

認定について」を起立により採決します。 

お諮りします。ただいまの議第４号を原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（舩山利美君） ご着席願います。全員起立であります。 

したがって、日程第６ 議第４号については、原案のとおり認定されました。 

 

○議長（舩山利美君） 次に、日程第７ 議第５号「令和３年度山形県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」を、起立により採決します。 

お諮りします。ただいまの議第５号を原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（舩山利美君） ご着席願います。起立多数であります。 

したがって、日程第７ 議第５号については、原案のとおり認定されました。 
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    議第６号及び議第７号 

○議長（舩山利美君） 日程第８ 議第６号「令和４年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計補

正予算（第１号）」 及び 日程第９ 議第７号「令和４年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）」について、関連がありますので、一括して上程いたします。 

 

    提案理由の説明 

○議長（舩山利美君） この場合、提案者の説明を求めます。 

 

○連合長（佐藤孝弘君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） 佐藤連合長。 

 

○連合長（佐藤孝弘君） ただいま上程されました議第６号及議第７号について、提案理由をご説明

申し上げます。議第６号の一般会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出そ

れぞれ９,５１０万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ７億２,５１９万  

６千円とするものであります。 

議第７号の後期高齢者医療特別会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出

それぞれ４６億１,５１５万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１,５７８億

７,２３０万９千円とするものであります。 

詳細については、事務局よりご説明申し上げます。 

 

○事務局次長（石川健吾君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） 石川事務局次長。 

 

○事務局次長（石川健吾君） それでは、議第６号令和４年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会

計補正予算（第１号）について、ご説明申し上げます。 

議案書３ページ・４ページをお願いいたします。歳入、歳出予算にそれぞれ、９,５１０万    

９千円を増額計上し、予算総額を７億２,５１９万６千円とするものでございます。詳細につきま

しては、別冊「令和４年度歳入歳出予算事項別明細書」で、ご説明申し上げます。事項別明細書の

３ページ・４ページをお願いいたします。歳入補正につきましては、４款１項１目繰越金に、令和

３年度の決算認定に伴い、歳入歳出差引額９,５１０万９千円を増額計上するものであります。本

年度の繰越金とするための補正となります。歳出補正につきましては、２款１項１目一般管理費の

うち２２節償還金利子及び割引料に、令和３年度事務費負担金精算に伴う各市町村への返還金とし

て、９,５１０万９千円を増額計上するものであります。 

議第６号令和４年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）については、以

上でございます。 

なお、特別会計の議第７号につきましては、説明員を交代させていただきます。 
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○事業課長（伊藤明君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） 伊藤事業課長。 

 

○事業課長（伊藤明君） 続きまして、議第７号令和４年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）について、ご説明申し上げます。 

議案書５ページ・６ページをお願いいたします。歳入、歳出予算にそれぞれ４６億１,５１５万

３千円を増額計上し、予算総額を１,５７８億７,２３０万９千円とするものでございます。詳細に

つきましては、別冊「事項別明細書」でご説明申し上げます。 

はじめに、歳入補正についてであります。事項別明細書の、７ページ・８ページをお願いいたし

ます。１款１項２目療養給付費負担金のうち２節過年度分療養給付費負担金に、令和３年度療養給

付費負担金の精算に伴い市町村から追加納付いただく７,８７７万５千円を増額計上するものであ

ります。８款１項１目繰越金に、令和３年度の決算認定に伴い、歳入歳出差引額４５億     

３,６３７万８千円を増額計上するものであります。 

次に、歳出補正についてであります。９ページ・１０ページをお願いいたします。５款１項１目 

医療給付費等準備基金積立金に、令和３年度剰余金の１４億４,２５７万８千円と市町村から追加

納付いただく７,８７７万５千円を合計した１５億２,１３５万３千円を積立てるため、増額計上す

るものであります。６款１項３目償還金に、療養給付費等実績に基づき令和３年度分療養給付費負

担金等を精算し、国、県、支払基金、市町村に返還するため、３０億９,３８０万円を増額計上す

るものであります。 

以上、議第６号及び議第７号についての説明を終わります。よろしくご審議の上、ご決議くださ

いますようお願い申し上げます。 

 

○議長（舩山利美君） 以上で提案者の説明は終わりました。 

 

    質疑 

○議長（舩山利美君） これより質疑に入ります。 

上程議案に対し、ご質疑ありませんか。 

 

○１４番（菅井巌君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） １４番 菅井巌議員。 

 

○１４番（菅井巌君） 議第７号の特別会計の補正予算についてです。先ほど来、私が質問してきた

基金の関係で全員協議会のところで今回のやり取りで令和３年度の決算を経て令和４年度の  

１７億２,５００万円の基金からの繰り出しをして今回１５億円の繰り入れをすると約３８億円の

残高になると。当初の予定では給付に充てる準備金として当年度と来年度で３４億５千万円出す、

来年度でまた１７億２,５００万円を３８億円から出すと約２０億円の基金の残高があると。やは

り保険料を上げないで済むように使っていくと、保険料率の算定に関わってくると思うのですが、
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その辺の考え方、令和４年度、今年の関係からいってどうなっていくのかありますが、基金の取り

扱いをどうしていくのか見解を伺います。 

 

○議長（舩山利美君） 答弁を求めます。 

 

○事業課長（伊藤明君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） 伊藤事業課長。 

 

○事業課長（伊藤明君） 菅井議員のご質問にお答えします。基金の残高についてでございますが、

令和３年度の剰余金につきましては、今回補正で基金の方に積み立てさせていただきますが、将来

的には次の保険料率改定の際に保険料上昇抑制のための原資としておそらく使わせていただくと

いうようなことを国でも考えていると思われますので、こちらの方につきましては国の指示に基づ

きまして、より適正に使っていきたいというような考えでおります。また従来から説明させていた

だいております、基金のもう一つの目的としまして給付費に不測の事態が生じた場合に備えるため

のものでもありますので、そういった面も丁寧に充分慎重に考えながら、最終的には後期高齢者医

療制度の安定的な運営に繋がるように基金の管理をしていきたいと考えておりますので、今後もご

理解をいただきたいと思います。 

 

○１４番（菅井巌君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） １４番 菅井巌議員。 

 

○１４番（菅井巌君） 当初、保険料率を算定するときに２年間で３４億５千万円を充当するという

この考えはそのままでいて、いわゆる今年度当初からみると１４億２,５００万円でしたので  

約４億５千万円から４億７千万円ほど上回っているので、その分を充当して保険料率を下げるとい

うことは考えないということですね。 

 

○議長（舩山利美君） 答弁を求めます。 

 

○事業課長（伊藤明君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） 伊藤事業課長。 

 

○事業課長（伊藤明君） お答えします。今年度、令和４年度の保険財政運営の内容をみてのご質問

かと思いますが、おっしゃる通り料率改定の際に算定をいたしました内容で今年につきましては運

用していきたいと考えております。 

 

○議長（舩山利美君） 菅井議員よろしいですか。 
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 ほかにご質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（舩山利美君） ご質疑なしと認めます。 

以上で質疑を終わります。 

 

  討論 

○議長（舩山利美君） これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（舩山利美君） 討論なしと認めます。 

以上で討論を終わります。 

 

  採決 

○議長（舩山利美君） これより採決します。 

初めに、日程第８ 議第６号「令和４年度 山形県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第

１号）」を起立により採決します。 

お諮りします。ただいまの議第６号を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（舩山利美君） ご着席願います。全員起立であります。 

したがって、日程第８ 議第６号については、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（舩山利美君） 次に、日程第９ 議第７号「令和４年度 山形県後期高齢者医療広域連合後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」を起立により採決します。 

お諮りします。ただいまの議第７号を原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（舩山利美君） ご着席願います。全員起立であります。 

したがって、日程第９ 議第７号については、原案のとおり可決されました。 

 

 

議第８号 

○議長（舩山利美君） 続きまして、日程第１０ 議第８号「山形県後期高齢者医療広域連合情報公

開・個人情報保護審査会委員の選任について」を上程いたします。  
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    提案理由の説明 

○議長（舩山利美君） この場合、提案者の説明を求めます。 

 

○連合長（佐藤孝弘君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） 佐藤連合長。 

 

○連合長（佐藤孝弘君） ただいま上程されました議第８号について、提案理由をご説明申し上げま

す。議第８号「山形県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会委員の選任について」

につきましては、山形県後期高齢者医療広域連合情報公開条例第２１条第１項の規定により、当広

域連合に置く情報公開･個人情報保護審査会の委員のうち、西上紀江子委員が３月３１日をもって

退任したため、坂本弘子氏を新たな委員に選任することについて、議会の同意を求めようとするも

のであります。  

以上で説明を終わりますが、よろしくご審議の上、ご同意くださいますよう、お願い申し上げま

す。 

 

○議長（舩山利美君） 以上で提案者の説明は終わりました。 

 

    質疑 

○議長（舩山利美君） これより質疑に入ります。 

上程議案に対し、ご質疑ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（舩山利美君） ご質疑なしと認めます。 

以上で質疑を終わります。 

 

  討論 

○議長（舩山利美君） これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（舩山利美君） 討論なしと認めます。 

以上で討論を終わります。 
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  採決 

○議長（舩山利美君） これより採決します。 

日程第１０ 議第８号「山形県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会委員の選

任について」を起立により採決します。 

お諮りします。ただいまの議第８号を原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（舩山利美君） ご着席願います。全員起立であります。 

したがって、日程第１０ 議第８号については、原案のとおり同意されました。 

 

○議長（舩山利美君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 

 

     広域連合長あいさつ 

○議長（舩山利美君） この際、広域連合長より発言を求められておりますので、これを許します。 

 

○連合長（佐藤孝弘君） 議長。 

 

○議長（舩山利美君） 佐藤連合長。 

  

○連合長（佐藤孝弘君） 広域連合議会７月定例会が閉会されるに当たり、一言ごあいさつを申し上

げます。本日の７月定例会に提案いたしました各案件について、慎重なるご審議を賜り、それぞれ

ご決議、ご認定、ご同意をいただきまして誠にありがとうございました。後期高齢者医療制度は、

施行から１４年が経過し、制度の定着が図られてきているものと考えておりますが、今後さらなる

高齢化の進行に伴い、団塊の世代をはじめ、被保険者の増加が見込まれております。また、新型コ

ロナウイルス感染症の影響が、依然として懸念される状況が続いております。このような状況の中、

当広域連合といたしましては、被保険者の方々が安心して医療を受けることができるよう、市町村

や関係機関との連携を深め、制度の健全で安定した運営に努めるとともに、保健事業の充実強化に

より、被保険者の方々の健康保持・増進を、より一層進めてまいりたいと考えております。議員の

皆様におかれましては、今後とも、後期高齢者医療制度の円滑な運営のため、ご支援、ご協力を賜

りますようお願い申し上げまして、あいさつといたします。本日は誠にありがとうございました。 

 

○議長（舩山利美君） 以上で、令和４年７月山形県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会しま

す。ご協力ありがとうございました。 

 

 

午後４時１０分 閉会 
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